
令和７年度以降の廃棄物処理手数料に係る中間検証の 

進め方について 

１．はじめに 

廃棄物減量等推進審議会から、平成３０年に「一般廃棄物処理手数料及び産業廃棄物

処分手数料の改定について」答申をいただきました。その際に、算定するごみ処理手数料

の対象期間は、令和２年から６年度までの５カ年とし、「令和７年度以降のごみ処理手数料

は、ごみ焼却施設稼働後のごみ処理量の推移や実際に生じる処理経費などを基に、令和４

年度にあらためて検証・算定をおこなうこと」としています。 

２．意識調査（アンケート）の概要 

次年度に検証を実施する前に、焼却施設稼働後の恵庭市民の家庭ごみに関する意識調

査（アンケート）を実施し、料金改定に向けた議論の土台となる「恵庭市の家庭ごみの現状」

を知ることによって、強みや課題を洗い出します。 

（１）目的 恵庭市の家庭ごみの現状を知ること 

（２）調査対象 恵庭市内在住 2,000 世帯 

（３）調査時期 令和３年９月予定 

（４）内容 ごみ減量、分別、有料指定ごみ袋、排出など 

３．（仮）ごみ処理恵庭モデル検討会の概要（検討中） 

H20家庭ごみの有料化、H24生ごみ分別収集、R2焼却施設の稼働と、恵庭市のごみ処理

体制の整備が進められました。それぞれの時期に最適化を考え施策を進めてきており、廃

棄物行政と下水道行政の連携など、恵庭市ならではの処理を実施しています。それらの効

果をあらためて検証し、さらなる効率性・経済性に着目した恵庭モデルの構築を目指します。 

（１）目的 恵庭のごみ処理体制の最適化（効率性・経済性）を図るための提言 

（２）構成員 有識者・市民 

（３）時期 令和３年１０月から令和４年３月 

（４）内容 ごみの分別、ごみの収集、ごみ処理手数料など 
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